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健 ス ケ ジ ュ ー ル康

平成 23（2011）年 ５月号

事業名 対象・定員等 日時・受付 その他

ＢＣＧ 生後３か月～６か月未満 ５月 24 日（火）
午後２時～２時 30 分

●ＢＣＧは、４か月児健診・
離乳食講習会と同時実施で、
母子健康手帳の受付は正午か
らです。

　●５月16日～18日の
　　健診などの実施場所
　◎５月 16 日、17 日
　　　　町民体育館
　◎５月 18 日
　　　　保健センター

●大腸がん検診・肝炎ウイル
ス検査以外は予約が必要です。

●特定健診・各種がん検診に
ついては有料ですが、生活保
護世帯、もしくは 70 歳以上
の方は無料になります。くわ
しくはお問い合わせください。

●「保健師健康相談」、「心の
健康相談」、「乳幼児育児健康
相談」は「各種相談」のペー
ジ（19Ｐ) に掲載しています。

●毎月10 日までの健康スケジ
ュールは前月号に掲載してい
ます。くわしくは「平成23年度
健康づくり日程表」でお知らせ
していますので、1 年間大切
に保管して健康づくりにお役
立てください。

メタボ解消！
体操教室

ＢＭＩが 25 以上、または
腹囲男性 85、女性 90cm 以上の方

（要予約：定員 25 名）

６月６日（月）
午後１時～３時

元気運動
サポーター講習会

健康体操を地域で普及していただ
ける方（要予約）

５月 26 日（木）
午前10時～11時30分

特定健診
国保若年特別健診
後期高齢者健診
結核肺がん検診

肝炎ウイルス検査

●特定健診
　国保加入者で 40 歳～ 74 歳の方、
または満 40 歳以上の生活保護世
帯の方
●国保若年特別健診
　Ｓ 47. ４. １以降に生まれた方で
満 15 歳以上の国保加入者
●後期高齢者健診
　後期高齢者医療の対象者
●結核肺がん検診
　満 40 歳以上
●肝炎ウイルス検査
　満 40 歳以上（初回に限る）

５月 17 日（火）
５月 18 日（水）
午前９時 30 分～正午

胃がん検診 満 40 歳以上 ５月 16 日（月）
午前９時30分～11時

大腸がん検診 満 40 歳以上
５月 16 日（月）
　午前９時 30 分～ 11 時
５月17日（火）、18日(水）
　午前９時 30 分～正午

乳がん検診 満 40 歳以上（２年に１回）
５月 16 日（月）
午前９時30分～11時30分、
午後１時～２時 30 分

骨粗しょう症検診 満 40 歳以上 ５月 17 日（火）
午前９時 30 分～正午

歯科健診 満 15 歳以上 ５月17日（火）
午前９時 30 分～正午

▼問合せ　深日保育所

　☎ 492 － 4955

地域の子育て

応援します！

地域の子育て

応援します！

地域の子育て

応援します！

◆幼児教室（園庭遊び）
▼とき　５月 18 日（水）
　　　　10：30 ～ 11：30
　　　　　※警報発令時中止
▼ところ　子育て支援センター
▼持ち物
　着替え・帽子・お茶・タオル

◆園庭遊び　
▼とき　５月 25 日（水）　
　10：00 ～ 11：00　※雨天中止
▼ところ
　淡輪・深日・多奈川各保育所
▼持ち物
　着替え・帽子・お茶・タオル
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◆「宅地防災月間」
　－５月１日～ 31 日－
　５月は「宅地防災月間」です。
　宅地災害は、いったん起こる
と家屋や家財、ときには尊い人
命にかかわることにもなりかね
ません。
　期間中、大阪府では府内市町
村や消防、警察など宅地防災に
関係する機関と協力して、防災
パトロールの実施や研修会を開
催します。
　また、ご家庭でも、これを機会
に宅地災害を未然に防止するた
めの必要な点検をお願いします。
○石垣、擁壁等に亀裂などは入っ
　ていませんか？割れ目から地下
　水がしみ出していませんか？
○石垣、擁壁等の水抜き穴からう
　まく水が流れ出ていますか？
○地盤は沈下していませんか？
○排水のための溝に泥などがつ
　まっていませんか？
　詳しくは、大阪府建築指導室
発行の「石積み・ブロック積み
よう壁の自己診断マニュアル」
をご覧ください。マニュアルは
大阪府建築指導室ホームページ
に掲載していますのでご利用く
ださい。
▼ホームページアドレス
　http://www.pref.osaka.jp/
kenshi_kikaku/kikaku_bousai/
takuchi_panfu.html
▼問合せ
　建築課　☎ 492 ‐ 2746
　大阪府建築指導室審査指導課
　☎ 06 － 6210 － 9720

　

　岬町では、次のワクチンの全額公費助成を実施しています。ご希
望の方は、指定実施医療機関で予約の上、予防接種をお受けくださ
い。この予防接種は、任意接種となりますので、効果や副反応など
をよくご理解の上、保護者の判断で接種してください。詳しくはホ
ームページに掲載しています。
▼助成期間　平成 24 年３月 31 日まで
▼助成額　接種費用の全額助成（ただし基準額の範囲内）
▼対象者　接種当日、岬町に住民登録または外国人登録のある人
▼対象年齢・必要な持ち物・町内指定医療機関

　※泉佐野市以南の指定医療機関で接種できます。
▼申込み　指定実施医療機関に直接お申し込みください。
▼注意事項
※指定実施医療機関以外での接種をご希望される場合は、事前に必
ず保健センターへお問い合わせください。お問い合わせなしに接種
された場合は、自己負担となりますのでご注意ください。
※助成期間前に接種された場合、助成はありません。
※ワクチンの種類によっては、お待ちいただく場合がありますので
ご了承ください。
※予診票は各指定実施医療機関にあります。
▼問合せ　保健センター　☎ 492 － 2424・2425

開始月齢 接種回数 町内指定医療機関 必要な持ち物
H ７年４月２日～ H11 年
４月１日生まれの女子 ３回 津山医院

みさきクリニック
健康保険証、あれ
ば母子健康手帳

◎子宮頸がん予防ワクチン

開始月齢 接種回数 町内指定医療機関 必要な持ち物
生後２か月以上７か月未満 ４回 津山医院

なぎさクリニック
もちづき耳鼻咽喉科

母子健康手帳、
乳幼児医療症

生後７か月以上１歳未満 ３回
１歳以上２歳未満 ２回
２歳以上５歳未満 １回

◎小児用肺炎球菌ワクチン　生後２か月以上５歳未満

予防接種

　国の仕事やその手続き、サービスなどでお困りのことはありませんか？
　行政相談委員は、総務大臣から委嘱され、行政に関する苦情や要望・意見などを受け付け、助言
や関係機関に対する通知などを行っています。相談は無料で、秘密は厳守されます。役場でも毎月
第３火曜日の午前 10 時から定例相談を実施しています。お気軽にご相談ください。

▼岬町の行政相談委員　笠間幹子　☎ 494 － 3205　　岡本委子　☎ 492 － 5232

開始月齢 接種回数 町内指定医療機関 必要な持ち物
生後２か月以上７か月未満 ４回 津山医院

なぎさクリニック
もちづき耳鼻咽喉科

母子健康手帳、
乳幼児医療症

生後７か月以上１歳未満 ３回
１歳以上５歳未満 １回

◎ヒブワクチン　生後２か月以上５歳未満

行政相談委員にご相談ください行政相談委員にご相談ください ～迷ったら一人で悩まず行政相談～
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16平成 23（2011）年 ５月号

名　称 電話番号

町

長

まちづくり戦略室
秘書人事担当 492 ‐ 2769
企業誘致担当 492 ‐ 2730
危機管理担当 492 ‐ 2759

副

町

長

総

務

企

画

部

総務課
総務管理係

492 ‐ 2721
法制文書係

企画政策課
企画調整係

492 ‐ 2775
広報情報係

人権推進課
人権推進係 492 ‐ 2773
文化センター 492 ‐ 0304
青少年センター 492 ‐ 0321

財
政
改
革
部

財政課 財政係 492 ‐ 2780
行革推進課 492 ‐ 2728

税務課
課税係

492 ‐ 2752
492 ‐ 2757

納税係 492 ‐ 2765

し

あ

わ

せ

創

造

部

住民生活課
住民係 492 ‐ 2713
生活環境係 492 ‐ 2714

保険年金課 保険年金係 492 ‐ 2705

地域福祉課
福祉係 492 ‐ 2700
健康ふれあいセンター 495 ‐ 0003
保健センター 492 ‐ 2424

高齢福祉課
高齢福祉係 492 ‐ 2716
介護保険係 492 ‐ 2703
淡輪老人福祉センター 494 ‐ 1750

子育て支援課

子育て支援係 492 ‐ 2709
子育て支援センター 492 ‐ 1350
多奈川保育所 495 ‐ 5030
深日保育所 492 ‐ 4955
淡輪保育所 494 ‐ 3567
こぐま園 492 ‐ 1131

都
市
整
備
部

土木下水道課
土木係 492 ‐ 2744
下水道係 492 ‐ 2026

建築課
住宅管理係 492 ‐ 2736
建築係 492 ‐ 2746

産業振興課 産業振興係 492 ‐ 2749
二国推進課 二国推進係 492 ‐ 2751
水道課 水道係 492 ‐ 4140

会
計
室

会計課 会計係 492 ‐ 2784

名　称 電話番号

教

育

委

員

会

教

育

長

教
育
委
員
会
事
務
局

学校教育課

学校教育係 492 ‐ 2719
岬中学校 492 ‐ 2104
多奈川小学校 495 ‐ 5028
深日小学校 492 ‐ 2051
淡輪小学校 494 ‐ 3068
淡輪幼稚園 494 ‐ 3001
学校給食共同調理場 495 ‐ 5005

指導課 492 ‐ 2719

生涯学習課
生涯学習係 492 ‐ 2715
淡輪公民館 494 ‐ 0300
アップル館 492 ‐ 6050

議会議長 議会事務局 議会係 492 ‐ 2785

▼問合せ　まちづくり戦略室　☎ 492 ‐ 2769

　岬町は、４月 1 日付けで行政の組織体系を見
直しました。
　新たに、「まちづくり戦略室」を設け、災害
対策本部体制の強化や安心・安全のまちづくり
を推進し、積極的な企業誘致を継続します。
　また、総務部と企画部を統合し「総務企画部」
とし、財政・行革・税の分野を一元化した「財
政改革部」を設け、行財政集中改革プランを進
めます。
　さらに、住民福祉部を「しあわせ創造部」に
名称を変更し、福祉・子育て・生活環境などの
各施策に住民のみなさまのニーズを反映させ、

「しあわせ」を感じとっていただける行政サー
ビスの提供を目指します。
　ご理解とご協力をお願いいたします。

　淡輪公民館では、大阪府立中央図書館より本
の貸出を受けています。公民館にない本、貸出
中の本もリクエストしてください。

☆ 終わらざる夏（上 ･ 下）　 著 ： 浅田　次郎
☆木暮荘物語　　　　　　　著 ： 三浦　しおん
☆ お別れの音　　　　　　  著 ： 青山　七恵
☆ 秘密のスウィーツ　　　  著 ： 林　真理子
☆親子でつくれるとってもかんたん
　きほんのおりがみ　　　　著 ： 仲田安津子

▼開館日　水曜日～月曜日
▼開館時間
　午前 10 時～正午　午後１時～５時
▼休館日　火曜日・祝祭日・年末 ･ 年始
※火曜日に祝祭日が重なる場合は翌日も休館
▼夜間返却（取扱時間　17 時～ 21 時）
　夜間返却用の用紙に記入し、館内の返却箱
に入れておいて下さい。
※休館日は取り扱っていません。

淡輪公民館図書室から
お知らせ

図書だより図書だより 図書だより 本の紹介

～本のリクエストを受付しています～

新しい行政組織で岬町の
再生に取り組みます   

（
　
不
　
在
　
）



Ｉ
Ｎ

Ｆ
Ｏ

Ｒ
Ｍ

Ａ
Ｔ

Ｉ
Ｏ

Ｎ
　

お
知

ら
せ

　
役

場
へ

の
お

問
い

合
わ

せ
は

直
通

電
話

へ

17 平成 23（2011）年 ５月号

募　集

◆障害基礎年金の「子加算」が見直されました
　障害基礎年金の「子加算」は、受給権が発生したときに加算対
象となる子どもがいる場合に限られていましたが、平成 23 年４
月以降は、受給権発生後に加算対象となる子どもができた場合にも、
届出により加算を受けることができるようになりました。
　また、障害基礎年金の子加算よりも児童扶養手当の額が上回る場
合、親の障害の程度によっては児童扶養手当か子加算のいずれかを
受給できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
▼問合せ
　●障害基礎年金について　 貝塚年金事務所　☎ 431 － 1122
　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　☎ 492 － 2705
　●児童扶養手当について　 子育て支援課　☎ 492 － 2709

その他

◆淡輪幼稚園親子登園募集
　６月から淡輪幼稚園で親子登
園を行います。楽しく遊びませ
んか？
▼募集対象児
　4 月に２歳、３歳になった岬
町在住の未就園児で、淡輪幼稚
園に通園できる親子

◆町有地の売払い（一般
　競争入札）のお知らせ
　一般競争入札による町有地の
売払いを実施します。購入を希
望される方は、実施要領をよく
お読みいただき、内容を十分把
握したうえで、申込み手続きを
してください。
▼物件概要
○所在地
　多奈川谷川1847 番23　ほか３件
○地目　宅地
○土地の面積　104.11㎡～165.28㎡
○予定価格
　2,060,000 円～ 3,560,000 円
▼入札参加申込受付期間
　５月 16 日（月）～ 23 日（月）

（土・日を除く午前９時～正午、
午後１時～午後５時）
▼受付場所
　総務課総務管理係
▼申請書類等配付
　５月９日（月）から総務課総
務管理係で配付。（土・日を除
く午前９時～正午、午後１時～
午後５時。）
※町ホームページからもダウン
ロードできます。
▼入札日　６月７日（火）
※時間は物件により異なります。
▼入札場所　役場２階会議室
▼問合せ　総務課総務管理係

　☎ 492 － 2721　

福　祉

◆「人権擁護委員の日」
　の行事について
　1949（昭和 24）年６月１日
に人権擁護委員法が施行された
のを記念して、毎年６月１日を

「人権擁護委員の日」と定め、
法務大臣から委嘱された人権擁
護委員は、基本的人権尊重が社
会生活で実現されるようさまざ
まな活動を行っています。
　この活動の一環として、次の
とおり岬町人権擁護委員による
相談事業を実施します。相談は
無料で秘密は守られますので、

人　権

◆民生委員・児童委員が
　決まりました
　欠員となっていた地区の民生
委員・児童委員が決定しました。
平成 23 年４月１日付けで次の
方々が厚生労働大臣の委嘱を受
けられ、民生委員に就任されま
した。委員の任期は、平成 25
年 11 月 30 日までです。
○北出　河野智世子
○緑７　荒木輝子・松井正三
○上孝子　茂野百合子
▼問合せ
　地域福祉課　☎ 492 － 2700

▼日時　月 1 回、年間 10 回
　午前 9 時 30 分～ 11 時
▼費用　材料費、おやつ代とし
て、年間 1000 円と保険代
▼申込期間
　５月 23 日（月）～ 27 日（金）
午前 9 時～午後 4 時［随時］
※申込用紙は、幼稚園にありま
すので､ 園に来て申し込んでく
ださい。
▼問合せ
　淡輪幼稚園　☎ 494 ‐ 3001

お気軽にご相談ください。
【特設人権相談】
▼日時　６月１日（水）
　午前 10 時～午後３時まで
▼場所　役場住民活動センター
▼問合せ　人権推進課

　☎ 492 － 2773
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18平成 23（2011）年 ５月号

人 の 動 き
世帯数　  ７，８１３   （－　７）
人　口　１７，８６７人（－６５）
男　　　 ８，４６９人（－３３）
女　　　 ９，４５８人（ー３２）

平成 23 年４月１日現在

税
◆大阪府からのお知らせ
●自動車税の減免について
　新たに自動車税の身体障がい
者等の減免要件に該当すること
となった方は、申請期限後でも
申請できるよう府税条例を改正
しました。ただし、減免される
税額は、申請のあった翌月から
月割りで計算した額となりま
す。詳しくは、ホームページで
ご確認ください。
▼ホームページアドレス
　http://www.pref.osaka.jp/zei/
alacarte/
●自動車税の納期限
　自動車税の納期限は５月 31 日

（火）です。納税通知書に記載の
金融機関、ゆうちょ銀行又は郵
便局、コンビニエンスストアで
納期限までにお納めください。
▼問合せ
　大阪府自動車税コールセンター
　☎ 0570 － 020156

平成 23 年度の納付月のお知らせ
　平成 23 年度の税目別納付期限は次のとおりです。また、５月は
固定資産税の第１期分及び軽自動車税の納付月です。納付期限まで
に、お近くの金融機関でお納めください。口座振替（又は郵便自動
払込）をご利用の方は、預貯金残高をお確かめください。

　　
全期・
第 1 期

第２期 第３期 第４期

固定資産税 ５月 31 日 ８月１日 ９月 30 日 11 月 30 日

町 府 民 税 ６月 30 日 ８月 31 日 10 月 31 日 12 月 26 日

軽自動車税 5 月 30 日

　　  期別
  税目

◆コンビニでも納税できます！
全国の主なコンビニエンスストアで町税の納付ができます。利用を
ご希望の方は、コンビニ専用の納付書を送付しますので、納税通知
書到着後（軽自動車・固定資産税は５月初め、町府民税は６月初め）、
税務課納税係までご連絡ください。

▼問合せ　税務課　納税係　☎ 492 － 2765　

年　　金
◆国民年金第１号被保険
　者への独自給付
●寡婦年金
　夫を亡くした妻に対し、次の
４つの要件を満たす場合に、妻
が老齢基礎年金を受けることが
できるまでの間（60 ～ 65 歳）、

支給されます。支給されるのは、
夫が受けられたであろう老齢基
礎年金額の４分の３の額です。
○婚姻期間 ( 内縁関係含む ) が
10 年以上継続していた｡
○夫によって生計を維持されて
いた｡
○夫が死亡した月の前月までに､
夫が国民年金第１号被保険者と
して保険料を納めた期間と保険
料を免除された期間を合算して
25 年以上ある｡
○夫が老齢基礎年金や障害基礎
年金を受けたことがない｡
●死亡一時金
　国民年金の第１号被保険者と
して保険料を 36 ヶ月以上納め
た人が、老齢基礎年金または障
害基礎年金のいずれの年金も受
けずに死亡した場合、生計を同

じくしていた配偶者・子などの
遺族に、12 万円から 32 万円の
間で、保険料を納めた期間に応
じた額が支給されます。
　ただし、遺族本人が、遺族基
礎年金を受けられるときは支給
されません。
▼問合せ
　貝塚年金事務所　☎431－1122
　保険年金課　☎ 492 － 2705

●ＩＮ　望海坂第一集会所

◆わらべ歌遊び・絵本の紹介
　とき　５月 25 日（水）
　　10 時～ 11 時 30 分
◆育児相談
　とき　６月８日（水）
　　10 時～ 11 時 30 分
▼参加費
　初回のみ１家族につき300円。
　以降３月まで無料。

ほのぼのクラブほのぼのクラブほのぼのクラブ
▼問合せ　保健センター
　　492－ 2424・2425
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ５月 11 日（水）・25 日（水）
午後２時〜５時（定員６名）

役場住民活動センター
企画政策課　☎ 492 − 2775

◆行政相談 ５月 17 日（火）
午前 10 時〜正午

役場相談室
企画政策課　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■役場相談室（要予約）
　５月20日（金）午後１時 30 分〜３時
■「まつのき園」相談室
　平日８時 45 分〜 17 時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー
ル等で対応。なお、緊急の電話対応は、
相談員が 24 時間対応。
■「まつのき園」 出張相談（要予約）
　５月25日（水）午後１時30分〜４時

■役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700
■「まつのき園」相談室
　☎ 471 − 6863 ／ FAX471 − 6868
　メールアドレス
　　satsuki-matsunoki@car.ocn.ne.jp
■「まつのき園」 出張相談
　役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700

◆介護相談

■岬町地域包括支援センター
　土日祝日以外
　午前９時〜午後５時 30 分
■在宅介護支援センター淡輪園
　年中無休・24 時間体制

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

■在宅介護支援センター淡輪園
　☎ 494 − 0789

◆教育に関する相談 月～金曜日（祝日は除く）
午後１時 30 分〜３時 学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 ５月 13 日（金）
午後１時〜４時

役場監査委員室
産業振興課　☎ 492 − 2749

◆人権相談

■役場住民活動センター
　５月 17 日（火）
　午後１時 30 分〜３時
■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時

■役場住民活動センター
　人権推進課　☎ 492 − 2773

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270

■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 文化センター　☎ 492 − 0304

◆地域就労支援相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障害者就労・生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 ５月 23 日（月）・６月６日（月）
午後１時〜２時 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談（予約制）５月 10 日（火）午後２時～４時、
19 日（木）午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆乳幼児育児健康相談 ６月６日（月）　　　　
午前 10 時〜正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆育児相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）５月 17 日（火）　午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

岬町立保健センター　
企画政策課　☎ 492 － 2775
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淡輪ヨットハーバー･ヨット・モーターボート体験試乗会淡輪ヨットハーバー･ヨット・モーターボート体験試乗会
▼とき　５月 29 日（日）
　午前の部　午前９時～正午　　午後の部　午後１時～４時
▼ところ　淡輪ヨットハーバー
▼募集内容
　○モーターボート　午前・午後　各 10 名
　○クルーザーヨット　午前・午後　各 30 名
　○ディンギーヨット　午前・午後　各 10 名
▼参加料　１人　300 円（保険料相当額）
▼参加資格　小学生以上の人（小学生は保護者同伴）　　　　　　　　　　
▼申込方法等　往復はがきに次の内容を明記してご応募ください
　○午前の部・午後の部、試乗希望の船の種類、住所、氏名、年齢及び電話番号（保険資料
　　作成のため、必ず明記してください）
　○返信はがきに、郵便番号、住所、氏名をご記入ください。
※提出された個人情報は、本試乗会の実施以外の目的で使用しません。
▼申込期限　５月 20 日（金）　※先着順。定員に達し次第締切。
▼申込先・問合せ　( 財 ) 大阪府マリーナ協会　〒 599-0301　淡輪 6190　☎ 494 ‐ 2335

◆深日小学校ＰＴＡ主催
▼とき　５月 29 日（日）
　午前８時～ 10 時　※雨天決行
▼回収物
　新聞紙・古着・ダンボール・
雑誌・アルミ缶
▼注意事項
　最終集積場所は、役場です。
▼廃品回収の実施予定
２回目　10 月 30 日（日）
　　　　　午前８時～ 10 時
▼問合せ　深日小学校
　　　　　　☎ 492 － 2051

　各小学校ＰＴＡ主催の廃品回収を実施します。ご協力いただける方は当日の朝、各地区の集
積場所にお出しください。廃品回収の収益金は、子ども達の学校生活のために有効に活用しま
す。みなさまのご協力よろしくお願いします。

◆多奈川小学校ＰＴＡ主催
▼とき
　５月 29 日（日）午前８時～
▼回収物
　アルミ缶、ビールビン、新聞紙、
　雑誌、ダンボール、牛乳パッ
　クなどの紙類、古着等
▼問合せ　多奈川小学校

　☎ 495 ‐ 5028　

◆淡輪小学校ＰＴＡ主催
▼とき
　６月５日（日）午前８時～
▼回収物
　新聞、雑誌、ダンボール、
　牛乳パックなどの紙類、
　アルミ缶
▼問合せ　淡輪小学校

　☎ 494 － 3068　

廃品回収のお知らせ

モーターボート

クルーザー

ディンギー


